
 

京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和５年９月２９日 

京都市公営企業管理者   

交通局長 北村 信幸   

京都市交通局管理規程第２号 

   京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程 

 京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

目次 

第１章 （略） 

第２章 乗車券 

第１節・第２節 （略） 

第２節の２ 回数券（第１１条の３―第

１１条の８） 

第２節の３から第９節まで （略） 

第３章から第５章まで （略） 

附則 

（乗車券の発売場所） 

第４条 乗車券の発売場所は、次のとおりと

する。ただし、必要があると認める場合

は、その他の場所で発売することがある。 

 

目次 

第１章 （略） 

第２章 乗車券 

第１節・第２節 （略） 

第２節の２ 回数券等（第１１条の３―

第１１条の８） 

第２節の３から第９節まで （略） 

第３章から第５章まで （略） 

附則 

（乗車券の発売場所） 

第４条 乗車券（京都市敬老乗車証条例第２

条に規定する敬老乗車券（以下「敬老乗車

券」という。）を除く。）の発売場所は、

次のとおりとする。ただし、必要があると

認める場合は、その他の場所で発売するこ

とがある。 



 

 

（乗車券の券面表示事項） 

第５条 乗車券の券面には、次の各号に掲げ

る事項を表示する。ただし、管理者が特に

認めた場合は、その一部を省略し、又は必

要な事項を加えることがある。 

 

⑴から⑺まで （略） 

（様式） 

第５条の２ 乗車券の様式は、別に定める。 

 

第２節の２ 回数券 

（回数券の使用方法） 

第１１条の５ 回数券は、旅客が乗車する区

間に対応する片道普通券による旅客運賃の

額に相当する券面に表示された金額に対応

する枚数の券片をもって、その券面表示事

項に従って使用することができる。 

２ 削除 

３ 回数券の券面表示金額と旅客が乗車する

乗車券の種類 発売場所 

片道普通券 ― 

回数券 自動車部営業所（以下「営

業所」という。）、案内所

及び定期券発売所 

定期券 営業所（烏丸営業所及び九

条営業所を除く。）及び定

期券発売所 

 

（乗車券の券面表示事項） 

第５条 乗車券（敬老乗車券を除く。）の券

面には、次の各号に掲げる事項を表示す

る。ただし、管理者が特に認めた場合は、

その一部を省略し、又は必要な事項を加え

ることがある。 

⑴から⑺まで （略） 

（様式） 

第５条の２ 乗車券の様式は、別に定める。 

 

第２節の２ 回数券等 

（回数券等の使用方法） 

第１１条の５ 回数券は、旅客が乗車する区

間に対応する片道普通券による旅客運賃の

額に相当する券面に表示された金額に対応

する枚数の券片をもって、その券面表示事

項に従って使用することができる。 

 

２ 回数券の券面表示金額と旅客が乗車する

乗車券の種類 発売場所 

片道普通券 ― 

回数券 自動車部営業所（以下「営

業所」という。）、案内所

及び定期券発売所 

定期券 営業所（烏丸営業所及び九

条営業所を除く。）及び定

期券発売所 



 

区間の旅客運賃の額とに差額が生じた場合

において、当該回数券の券面表示金額が旅

客運賃の額に満たないときはその差額を徴

収し、券面表示金額が旅客運賃の額を超え

るときはその差額は還付しない。 

４ 回数券は、旅客が京阪バス株式会社、京

都バス株式会社、京阪京都交通株式会社、

阪急バス株式会社、西日本ジェイアールバ

ス株式会社、京都京阪バス株式会社、株式

会社ヤサカバス又は公益財団法人きょうと

京北ふるさと公社の乗合自動車に乗車する

際にも使用することができる。 

 

 

（回数券による旅客運賃の払戻し） 

第１１条の７ 回数券を所持する旅客は、当

該回数券が不要となった場合は、これを提

出して既納の旅客運賃の額（既に使用済み

の券片がある場合は、既納の旅客運賃の額

から既に使用済みの券片の券面表示金額の

合計額を差し引いた額）の払戻しを請求す

ることができる。 

２ 削除 

 

３  (略) 

４ （略） 

（一日乗車券カードによる旅客運賃の額） 

第１１条の９ 一日乗車券カードによる旅客

運賃の額は、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。 

区間の旅客運賃の額とに差額が生じた場合

において、当該回数券の券面表示金額が旅

客運賃の額に満たないときはその差額を徴

収し、券面表示金額が旅客運賃の額を超え

るときはその差額は還付しない。 

３ 回数券は、旅客が京阪バス株式会社、京

都バス株式会社、京阪京都交通株式会社、

阪急バス株式会社、西日本ジェイアールバ

ス株式会社、京都京阪バス株式会社、株式

会社ヤサカバス又は公益財団法人きょうと

京北ふるさと公社の乗合自動車に乗車する

際にも使用することができる。 

４ 第１項及び第２項の規程は、敬老乗車券

の使用において準用する。 

（回数券等による旅客運賃の払戻し） 

第１１条の７ 回数券を所持する旅客は、当

該回数券が不要となった場合は、これを提

出して既納の旅客運賃の額（既に使用済み

の券片がある場合は、既納の旅客運賃の額

から既に使用済みの券片の券面表示金額の

合計額を差し引いた額）の払戻しを請求す

ることができる。 

２ 敬老乗車券による旅客運賃の払戻しにつ

いては、別に定める。 

３  (略) 

４ （略） 

 

第１１条の９ 削除 

 

 



 

(1) 大人 700円 

(2) 小児 350円 

（一日乗車券カードの通用期間） 

第１１条の１０ 一日乗車券カードの通用期

間は、特に定める場合のほか、これを制限

しない。 

 

（特定割引回数券による旅客運賃の額） 

第５０条の５ 特定割引回数券による旅客運

賃の額は、１０円券２１枚につき２００円

とする。 

２ 第１１条の３に掲げる回数券は、これを

特定割引回数券として使用することができ

る。 

 

（乗車証の所持） 

第６１条 条例第１２条第１項第３号の旅客

は、京都市敬老乗車証条例第２条第１号に

規定する第１種敬老乗車証（以下「敬老乗

車証」という。）を所持しなければならな

い。 

２ （略） 

（乗車券の無効及び回収） 

第６４条 乗車券を所持する旅客が次の各号

の一に該当する場合は、当該乗車券を無効

として回収する。ただし、当該旅客に悪意

がないことが証明できる場合は、この限り

でない。 

⑴ 券面表示事項又は裏面の磁気情報をぬ

り消し、又は改変して乗車券を使用した

 

 

（一日乗車券カードの通用期間） 

第１１条の１０ 一日乗車券カードの通用期

間は、令和６年３月３１日までとする。 

 

 

（特定割引回数券による旅客運賃の額） 

第５０条の５ 特定割引回数券による旅客運

賃の額は、１０円券２１枚につき２００円

とする。 

２ 第１１条の３に掲げる回数券及び敬老乗

車券は、これを特定割引回数券として使用

することができる。 

 

（乗車証の所持） 

第６１条 条例第１２条第１項第３号の旅客

は、京都市敬老乗車証条例第２条に規定す

る第１種敬老乗車証（以下「敬老乗車証」

という。）を所持しなければならない。 

 

２ （略） 

（乗車券の無効及び回収） 

第６４条 乗車券（敬老乗車券を除く。）を

所持する旅客が次の各号の一に該当する場

合は、当該乗車券を無効として回収する。

ただし、当該旅客に悪意がないことが証明

できる場合は、この限りでない。 

⑴ 券面表示事項又は裏面の磁気情報をぬ

り消し、又は改変して乗車券を使用した



 

とき。 

⑵ 使用資格を偽って通学定期券又は通勤

通学定期券を購入し、及び使用したと

き。 

⑶ 定期券（通勤定期券及び全線定期券を

除く。）を記名人以外の者が使用したと

き。 

⑷ 通学定期券又は通勤通学定期券をその

使用資格を失った後に使用したとき。 

⑸ 通用期間の開始の日前に有効とならな

い定期券を当該通用期間の開始の日前に

使用したとき。 

⑹ 通用期間の満了後の定期券を使用した

とき。 

⑺ 定期券（全線定期券を除く。）を指定

乗車区間外の区間における乗車又は指定

乗車経路若しくは指定運行系統によらな

い乗車に使用したとき。 

⑻ 一度使用した普通券又は回数券を使用

したとき。 

⑼ 乗継券をその発行を受けた者以外の者

が使用したとき。 

⑽ 乗車開始後の乗車券を他人から譲り受

けて使用したとき。 

⑾ その他乗車券を不正乗車の手段として

使用したとき。 

２ 前項の規定は、旅客が偽造した乗車券を

使用した場合に準用する。 

（敬老乗車証の無効及び回収） 

第６４条の２ 次の各号の一に該当するとき

とき。 

⑵ 使用資格を偽って通学定期券又は通勤

通学定期券を購入し、及び使用したと

き。 

⑶ 定期券（通勤定期券及び全線定期券を

除く。）を記名人以外の者が使用したと

き。 

⑷ 通学定期券又は通勤通学定期券をその

使用資格を失った後に使用したとき。 

⑸ 通用期間の開始の日前に有効とならな

い定期券を当該通用期間の開始の日前に

使用したとき。 

⑹ 通用期間の満了後の定期券を使用した

とき。 

⑺ 定期券（全線定期券を除く。）を指定

乗車区間外の区間における乗車又は指定

乗車経路若しくは指定運行系統によらな

い乗車に使用したとき。 

⑻ 一度使用した普通券又は回数券を使用

したとき。 

⑼ 乗継券をその発行を受けた者以外の者

が使用したとき。 

⑽ 乗車開始後の乗車券を他人から譲り受

けて使用したとき。 

⑾ その他乗車券を不正乗車の手段として

使用したとき。 

２ 前項の規定は、旅客が偽造した乗車券を

使用した場合に準用する。 

（敬老乗車証の無効及び回収） 

第６４条の２ 次の各号の一に該当するとき



 

は、当該敬老乗車証を無効とし、回収す

る。 

 

⑴ 資格を偽って敬老乗車証の発行を受け

たとき。 

⑵ 敬老乗車証を改ざん使用したとき。 

⑶ 他人の敬老乗車証を使用したとき。 

⑷ 敬老乗車証の使用資格を失ったのちに

敬老乗車証を使用したとき。 

⑸ 有効期間満了後の敬老乗車証を使用し

たとき。 

 

 

⑹ その他敬老乗車証を不正手段により使

用したとき。 

（割増運賃等の収受） 

第６５条 （略） 

２ 乗車券を所持する旅客が第６４条第１項

第７号から第９号までに該当する場合は、

不正乗車の回数を１回とみなす。この場合

において、当該旅客からその乗車区間に係

る片道普通券による旅客運賃を条例第１６

条に規定する相当運賃とみなして当該相当

運賃及びこれと同額の割増運賃を併せて収

受する。 

３ 乗車券を所持する旅客が第６４条第１項

第１０号に該当する場合は、当該旅客から

不正乗車１回につき、第２項に規定する運

賃を収受する。 

 

は、当該敬老乗車証又は敬老乗車券（以下

「敬老乗車証等」という。）を無効とし、

回収する。 

⑴ 資格を偽って敬老乗車証等の発行を受

けたとき。 

⑵ 敬老乗車証等を改ざん使用したとき。 

⑶ 他人の敬老乗車証等を使用したとき。 

⑷ 敬老乗車証等の使用資格を失ったのち

に敬老乗車証等を使用したとき。 

⑸ 有効期間満了後の敬老乗車証を使用し

たとき。 

⑹ 一度使用した敬老乗車券を使用したと

き。 

⑺ その他敬老乗車証等を不正手段により

使用したとき。 

（割増運賃等の収受） 

第６５条 （略） 

２ 乗車券（敬老乗車券を除く。）を所持す

る旅客が第６４条第１項第７号から第９号

までに該当する場合は、不正乗車の回数を

１回とみなす。この場合において、当該旅

客からその乗車区間に係る片道普通券によ

る旅客運賃を条例第１６条に規定する相当

運賃とみなして当該相当運賃及びこれと同

額の割増運賃を併せて収受する。 

３ 乗車券（敬老乗車券を除く。）を所持す

る旅客が第６４条第１項第１０号に該当す

る場合又は敬老乗車券を所持する旅客が前

条に該当する場合は、当該旅客から不正乗

車１回につき、第２項に規定する運賃を収



 

 

４ 敬老乗車証を所持する旅客が、前条に該

当する場合は、当該旅客から不正乗車１回

につき、第８条第１項第１号に規定する片

道普通券の大人旅客運賃の額と京都市高速

鉄道旅客運賃条例施行規程第 25 条第２項

に規定する３区の大人普通旅客運賃の額と

の合計額の４倍に相当する額及びこれと同

額の割増運賃を収受する。 

５ 乗車券を所持する旅客が第６４条第１項

各号の２以上に該当する場合において、第

１項から第３項までの規定の適用が２項以

上に重複するときは、収受することとなる

条例第１６条に規定する相当運賃及びこれ

と同額の割増運賃が最大となる項の規定に

よるものとする。 

６ 旅客が偽造した乗車券を使用した場合

は、前各項の規定を準用する。 

 

別表第１(第２条関係) 

⑴  （略） 

⑵  （略） 

⑶  調整系統 

（中略） 

 

 

受する。 

４ 敬老乗車証を所持する旅客が、前条に該

当する場合は、当該旅客から不正乗車１回

につき、第８条第１項第１号に規定する片

道普通券の大人旅客運賃の額と京都市高速

鉄道旅客運賃条例施行規程第 25 条第２項

に規定する３区の大人普通旅客運賃の額と

の合計額の４倍に相当する額及びこれと同

額の割増運賃を収受する。 

５ 乗車券（敬老乗車券を除く。）を所持す

る旅客が第６４条第１項各号の２以上に該

当する場合において、第１項から第３項ま

での規定の適用が２項以上に重複するとき

は、収受することとなる条例第１６条に規

定する相当運賃及びこれと同額の割増運賃

が最大となる項の規定によるものとする。 

６ 旅客が偽造した乗車券を使用した場合

は、前各項の規定を準用する。 

 

別表第１(第２条関係) 

⑴  （略） 

⑵  （略） 

⑶  調整系統 

（中略） 



 
 

系統番号 区間 主な経由地 

８１ 横大路車庫前～

京都駅前 

中書島、棒鼻、塩小

路高倉 

特８１ 横大路車庫前～

京都駅前 

中書島、棒鼻、竹田

駅東口、塩小路高倉 

 

系統番号 区間 主な経由地 

８１ 横大路車庫前～

京都駅前 

中書島、棒鼻、塩小

路高倉・京都市立芸

術大学前 

特８１ 横大路車庫前～

京都駅前 

中書島、棒鼻、竹田

駅東口、塩小路高

倉・京都市立芸術大

学前 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である 

   附 則 

 この規程は、令和５年１０月１日から施行する。 

（交通局企画総務部企画調査課) 

 


